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令和８年度桜川総合運動公園芝刈り・除草業務委託 仕様書 
 

１．目  的 

桜川総合運動公園（浮島運動広場除く）の芝刈り及び除草業務を委託するこ 

とにより、市民が安全にスポーツやレクリエーションを楽しむことのできる施

設として、利用者が利用しやすい環境を整え、その機能を最大限に発揮できる

ようにすることを目的とする。 

 

２．委託場所  稲敷市柏木４－５ 稲敷市桜川総合運動公園  

 

３．委託期間  契約締結日の翌日から令和８年１２月４日まで 

 

４．作業実施日及び時間 

作業については、主に同施設が休業となる月曜日（月曜日が国民の祝日の場合

はその翌日）に行い、その他の日に行う場合は、なるべく施設の利用がない日に

行うこととする。 

作業実施の時間は、原則として午前８時３０分から午後５時の間とする。 

 

５．業務内容 

野球場・児童広場等、施設敷地内の芝生部分の定期的な芝刈り及び除草（詳 

 細は別紙「内訳書」による。） 

※施設に配置してある乗用芝刈機・刈払機を使用して実施することとし、燃 

料は委託者が用意することとする。 

※使用機器の故障・不具合等の対応は委託者が行う（受託者の過失によるも 

のを除く）。 

 

６．委託料の請求及び支払い 

受託者は一部の作業終了ごとに契約金額の一部を請求できることとし、委託 

者は受託者から請求があった場合は、請求書の受領後１か月以内に支払うもの 

とする。 

 

７．共通仕様 

１）本業務を円滑に履行するため、各業務に責任者を配置すること。 

２）業務責任者はその業務遂行上常に委託者の監督員との連絡を緊密にし、必要

な連絡報告を行うこと。 

３）業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守し施設の安全と良好な環境の保持

に努めること。 

４）業務実施に伴う業務記録を作成し、必要に応じて委託者に提出すること。 

５）この仕様書は、本委託業務の大綱であり、現場の状況に応じ記載されていな 

い事項についても誠意を持って対応すること。 

 

８．その他 

１）天候の状況等により内訳書の実施回数に変更が生じた場合は、契約を変更す

るものとする 

２）仕様書に無い業務が発生した場合、簡易なものについては無償で行うこと。 

３）その他疑義が生じた場合は、委託者と受託者の協議により決定する。 



内 容 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

野球場内芝刈り作業 24 回
５・１０月：月３回
６～９月：月４回
１１月；月２回

施設内（野球場内・炊飯場以外）芝刈
り・除草作業

11 回
５・１０・１１月：月１
回
６～９月：月２回

施設内（炊飯場周辺）除草作業 7 回 ５～１１月：月１回

野球場内芝部分の散水作業 5 回 年５回（雨の状況により
実施）

直接業務経費

諸経費

業務計

消費税 10 ％

合計

※備考欄の作業予定は目安とし、生育状況等により変更できるものとする。

令和８年度桜川総合運動公園芝刈り除草業務委託内訳書
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